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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
繊度が１．５ｄｔｅｘ以下の潜在捲縮繊維の捲縮が発現した状態の高捲縮繊維を主体とす
る流体絡合不織布の層のみからなる皮膚貼付基布であり、前記不織布の次の式から算出さ
れる換算曲げ剛性Ｂｃが４．９×１０－３ｍＮ・ｃｍ２／ｃｍ／（ｇ／ｍ２）以下、かつ
層間剥離強度が５０Ｎ／５０ｍｍ幅を超えることを特徴とする皮膚貼付基布。
　Ｂｃ＝Ｂｒ／Ｍ
　ここで、Ｂｒはたて方向の曲げ剛性とよこ方向の曲げ剛性の算術平均曲げ剛性（単位：
ｍＮ・ｃｍ２／ｃｍ）を表し、Ｍは目付（単位：ｇ／ｍ２）を表す
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は皮膚貼付基布に関する。具体的には、パップ剤、プラスター剤、経皮吸収テー
プ製剤などに用いることのできる貼付薬用基布、化粧用ゲルを塗布又は化粧液を含浸して
、顔面パック材を構成できる化粧用基布、又は貼付薬貼付後に、貼付箇所を被覆して使用
できるカバー材、などとして使用できる、皮膚貼付基布に関する。
【背景技術】
【０００２】
　貼付薬は肘、膝、肩等の関節に貼付するなど、屈曲部に貼付する場合が多々あるため、
貼付薬の基布として、伸縮性不織布が採用されている。この伸縮性不織布の１つの製造方
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法は、潜在捲縮性短繊維を含む繊維を、不織布の代表的な製造方法であるカード法或いは
エアレイ法によって開繊して繊維ウエブを形成した後、熱を作用させることにより潜在捲
縮性短繊維の捲縮を発現させて伸縮性不織布とすることが知られている。例えば、本出願
人は特開２００１－１１７６２号公報（特許文献１）において、「顕在化した潜在捲縮繊
維を主体とし、該潜在捲縮繊維の平均繊維長が４０ｍｍ以下であることを特徴とする伸縮
性不織布。」を提案した。この伸縮性不織布は、潜在捲縮繊維の捲縮発現時に繊維同士が
収縮して絡み合っても、１本の繊維長が比較的短いために、引き伸ばされた際に繊維同士
を拘束する引張強さが低く抑えられる結果、患者が動作に違和感を覚えないというもので
ある。この伸縮性不織布はある程度、患者の違和感を解消できるものであったが、更に違
和感のない皮膚貼付基布が求められていた。
【０００３】
　また、化粧用ゲルを塗布又は化粧液を含浸して、顔面パック材を構成できる化粧用基布
として、前記と同様の伸縮性不織布が知られている（特許文献２、３）が、使用者が顔面
に貼付した際に顔面の凹凸に十分に追従することができず、使用時に違和感を覚える場合
があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１１７６２号公報
【特許文献２】特開２００８－２８５４３３号公報
【特許文献３】特開２０００－１２８７３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
そこで、本願出願人は、使用時に、更に違和感のない皮膚貼付基布として、「高捲縮繊維
を主体とする不織布からなる皮膚貼付基布であり、換算曲げ剛性Ｂｃが４．９×１０－３

ｍＮ・ｃｍ２／ｃｍ／（ｇ／ｍ２）以下である皮膚貼付基布」を提案した（特願２０１０
－１８０４０５号）。この皮膚貼付基布は曲げやすく、風合いが柔らかいため、使用時に
違和感のないものであったが、このような物性にするために、繊維同士の絡合を抑えてい
るため、皮膚貼付基布の厚さ方向における内部で剥離しやすいものであった。このように
、内部で剥離しやすいと、次のような問題があった。
【０００６】
（１）貼付薬用基布として使用した場合、使用後に皮膚から剥がす際に、膏体が皮膚に残
ってしまう。
（２）貼付薬用基布として使用した場合、時間経過に伴い表面が荒れたり、毛羽立ち、見
栄えが良くない。ひどい場合には、膏体が露出する場合がある。
（３）皮膚貼付材の効能等について、鉛筆等で皮膚貼付材に記入する場合があるが、記載
しにくく、ノリも良くない。無理に記入すると、毛羽立ったり、見栄えが悪いものとなり
、文字認識性や外観に劣る。
（４）化粧用基布として使用し、化粧液を含浸して、顔面パック材とした場合、使用後に
化粧液を含んだ顔面パック材で顔を拭いた際に、繊維が脱落して顔に繊維が残ってしまう
。使用者の気分も悪くなるし、再度、繊維を洗い流す手間がかかる。
（５）貼付薬貼付後に、貼付箇所を被覆するカバー材として使用した場合、使用中に、時
間経過に伴って、カバー材表面が荒れたり、毛羽立ち、見栄えが良くない。
【０００７】
　このような内部剥離の問題を解決するには、繊維同士の絡合の程度を高めれば良いが、
絡合を強くすると、曲げにくく、風合いが硬くなるため、初期の目的である、使用時の違
和感を解消することはできなかった。
【０００８】
　本発明はこのような状況下においてなされたものであり、使用時に違和感がないのはも
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ちろんのこと、皮膚貼付基布の厚さ方向における内部で剥離しにくい皮膚貼付基布を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明の請求項１にかかる発明は「繊度が１．５ｄｔｅｘ以下の潜在捲縮繊維の捲縮が発
現した状態の高捲縮繊維を主体とする流体絡合不織布の層のみからなる皮膚貼付基布であ
り、前記不織布の次の式から算出される換算曲げ剛性Ｂｃが４．９×１０－３ｍＮ・ｃｍ
２／ｃｍ／（ｇ／ｍ２）以下、かつ層間剥離強度が５０Ｎ／５０ｍｍ幅を超えることを特
徴とする皮膚貼付基布。
　Ｂｃ＝Ｂｒ／Ｍ
　ここで、Ｂｒはたて方向の曲げ剛性とよこ方向の曲げ剛性の算術平均曲げ剛性（単位：
ｍＮ・ｃｍ２／ｃｍ）を表し、Ｍは目付（単位：ｇ／ｍ２）を表す」である。
【発明の効果】
【００１０】
本発明の請求項１にかかる発明は、換算曲げ剛性Ｂｃが４．９×１０－３ｍＮ・ｃｍ２／
ｃｍ／（ｇ／ｍ２）以下と曲げ剛性の小さいものであるため、使用時に、容易に変形して
皮膚に密着できるため、違和感のない皮膚貼付基布である。また、層間剥離強度が５０Ｎ
／５０ｍｍ幅を超える、厚さ方向における内部で剥離しにくい皮膚貼付基布である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の皮膚貼付基布（不織布）は伸縮性を有し、屈曲部の動き及び／又は皮膚の凹凸
に対応でき、皮膚貼付基布（不織布）の内部で剥離することがないように、高捲縮繊維を
主体として構成されている。高捲縮繊維は、例えば、潜在捲縮繊維の捲縮を発現させるこ
とによって得ることができ、潜在捲縮繊維は捲縮を発現することによって、面積収縮率が
３５％以上の優れた捲縮発現能を有するのが好ましい。この面積収縮率が大きい程、捲縮
発現能に優れ、前記効果に優れるため、面積収縮率は３７％以上であるのが好ましく、よ
り好ましくは４０％以上である。
【００１２】
　なお、面積収縮率は次の方法により得られる値である。まず、潜在捲縮繊維のみをカー
ドに通して一方向性繊維ウエブを得た後、一方向性繊維ウエブの繊維配向方向とのなす鋭
角が１５°となるように切断して、２枚の繊維ウエブを調製した後、これら２枚の繊維ウ
エブの繊維配向方向が交差するように積層して、クロスレイ繊維ウエブ（繊維配向方向の
交差する鋭角：３０°）を形成する。そして、このクロスレイ繊維ウエブを９０メッシュ
のポリエステル製綾織ネット（支持体）を用いて、５ｍ／ｍｉｎ．の速度で搬送しながら
、順に、シャワー、シャワーした面に対して水圧３．０ＭＰａ、シャワーした面の反対面
に水圧３．０ＭＰａの水流で絡合し、８０ｇ／ｍ２の水流絡合不織布を形成する。その後
、水流絡合不織布を２５ｃｍ角にカットして試験片を調製し、その試験片を温度１６０℃
に設定したオーブンで３０秒間熱処理し、潜在捲縮繊維の捲縮を発現させ、試験片を収縮
させて、たてＬ（ｃｍ）、よこＣ（ｃｍ）の大きさの試験片となった時に、次の式から得
られる値を面積収縮率Ｓａ（％）という。
　Ｓａ＝[（２５×２５－Ｌ×Ｃ）／（２５×２５）]×１００
【００１３】
　このような捲縮発現能の優れた潜在捲縮繊維を使用することによって、潜在捲縮繊維同
士が捲縮発現時に絡みやすく、皮膚貼付基布の厚さ方向における内部で剥離しにくくなる
ため、好適に使用できる。このような潜在捲縮繊維は、例えば、特開平７－５４２１６号
公報に開示の方法、特開２００３－８９９２８号に開示の方法により製造することができ
る。
【００１４】
　この潜在捲縮繊維としては、例えば、熱収縮率の異なる複数の樹脂が複合された複合繊
維、繊維の一部に特定の熱履歴を施した繊維を挙げることができる。より具体的には、複
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合繊維として、偏心型芯鞘構造のもの、又はサイドバイサイド型構造のものを好適に用い
ることができる。熱収縮率の異なる樹脂の組み合わせとしては、例えば、ポリエステル－
低融点ポリエステル、ポリアミド－低融点ポリアミド、ポリエステル－ポリアミド、ポリ
エステル－ポリプロピレン、ポリプロピレン－低融点ポリプロピレン、ポリプロピレン－
ポリエチレンなど種々の合成樹脂を組み合わせたものが使用できる。特に、ポリエステル
－低融点ポリエステル若しくはポリプロピレン－低融点ポリプロピレンの組み合わせから
なる潜在捲縮繊維は、化学的な耐性と伸度特性の点で優れているため好ましい。
【００１５】
　また、繊維の一部に特定の熱履歴を施した潜在捲縮繊維としては、例えば、ポリエステ
ル、ポリアミドなどの熱可塑性樹脂からなる繊維の一側面を熱刃などにあてながら通過さ
せたものを使用できる。
【００１６】
　この潜在捲縮繊維の繊度は、曲げ剛性が小さく、使用時に違和感がないように、また、
捲縮発現時に繊維同士が絡みやすいように、繊度は１．５ｄｔｅｘ以下であるのが好まし
く、１．４ｄｔｅｘ以下であるのがより好ましく、１．３ｄｔｅｘ以下であるのが更に好
ましく、１．２ｄｔｅｘ以下であるのが更に好ましく、１．１ｄｔｅｘ以下であるのが更
に好ましい。繊度の下限は特に限定するものではないが、乾式法により繊維ウエブを形成
する場合には、均一な地合いの繊維ウエブを形成できるように、また、引張り伸縮性に優
れているように、０．５ｄｔｅｘ以上であるのが好ましく、０．８ｄｔｅｘ以上であるの
がより好ましい。
【００１７】
　なお、繊度の異なる潜在捲縮繊維を２種類含んでいる場合、次の式により算出される平
均繊度が前記繊度範囲内にあるのが好ましい。また、繊度の異なる潜在捲縮繊維を３種類
以上含んでいる場合も、同様にして算出した値が前記繊度範囲内にあるのが好ましい。
　Ｆａｖ＝１／[（Ｐａ／１００）／Ｆａ＋（Ｐｂ／１００）／Ｆｂ]
　ここで、Ｆａｖは平均繊度（単位：ｄｔｅｘ）、Ｐａは繊維ウエブに占める一方の繊維
（繊維Ａ）の質量割合（単位：ｍａｓｓ％）、Ｆａは繊維Ａの繊度（単位：ｄｔｅｘ）、
Ｐｂは繊維ウエブに占める他方の繊維（繊維Ｂ）の質量割合（単位：ｍａｓｓ％）、Ｆｂ
は繊維Ｂの繊度（単位：ｄｔｅｘ）をそれぞれ意味する。
【００１８】
　また、潜在捲縮繊維の繊維長は曲げ剛性が小さく、使用時に違和感がないように、繊維
長は６０ｍｍ以下であるのが好ましく、５０ｍｍ以下であるのがより好ましく、４５ｍｍ
以下であるのが更に好ましい。繊維長の下限は特に限定するものではないが、乾式法によ
り繊維ウエブを形成する場合には、均一な地合いの繊維ウエブを形成できるように、２５
ｍｍ以上であるのが好ましく、３０ｍｍ以上であるのがより好ましい。
【００１９】
　本発明の皮膚貼付基布（不織布）は上述のような高捲縮繊維を主体とするものであるが
、「主体」とは高捲縮繊維を５０ｍａｓｓ％以上含むことを意味し、高捲縮繊維が多けれ
ば多いほど、伸縮性に優れ、屈曲部の動き及び／又は皮膚の凹凸に対応でき、皮膚と密着
して皮膚から剥離することがなく、しかも皮膚貼付基布の厚さ方向における内部で剥離し
にくいため、７０ｍａｓｓ％以上含むのがより好ましく、９０ｍａｓｓ％以上含むのが更
に好ましく、１００ｍａｓｓ％高捲縮繊維からなるのが最も好ましい。
【００２０】
　なお、高捲縮繊維以外の繊維は特に限定するものではないが、高捲縮繊維が潜在捲縮繊
維の捲縮を発現させたものである場合、高捲縮繊維の作用を損なわないように、潜在捲縮
繊維の捲縮を発現させる際の熱によって溶融しない繊維であるのが好ましく、例えば、ポ
リエステル系繊維（ポリエチレンテレフタレート繊維、ポリブチレンテレフタレート繊維
、ポリトリメチレンテレフタレート繊維など）、ポリオレフィン系繊維（ポリエチレン繊
維、ポリプロピレン繊維など）、ポリアミド系繊維（６ナイロン繊維、６６ナイロン繊維
など）、ポリビニルアルコール繊維、アクリル繊維等の合成繊維、又はコットンやレーヨ
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ン等のセルロース系繊維を含むことができる。
【００２１】
　本発明の皮膚貼付基布（不織布）は高捲縮繊維を主体とするものであれば良く、その製
造方法は特に限定するものではないが、例えば、潜在捲縮繊維を主体とする繊維ウエブを
カード法、エアレイ法などの乾式法、湿式法、又はスパンボンド法などの直接法により形
成した後、ニードルや水流などの流体で絡合し、形態維持性を付与するのが好ましい。
【００２２】
　なお、乾式法で繊維ウエブを形成する場合、繊維ウエブはクロスレイウエブ、一方向性
ウエブなどの単層であっても良いし、繊維ウエブを２枚以上積層して、積層構造とするこ
ともできる。例えば、クロスレイウエブと一方向性ウエブとを積層したクリスクロスウエ
ブ、クロスレイウエブ２枚と一方向性ウエブ１枚とを積層、又はクロスレイウエブ１枚と
一方向性ウエブ２枚とを積層したトライアスクロスウエブであっても使用することができ
る。
【００２３】
　また、流体により絡合する場合、厚さ方向における内部で剥離しにくい皮膚貼付基布を
製造しやすく、また、強度維持性に優れているように、ノズル１本あたりの平均流体圧を
３．５ＭＰａ以上とするのが好ましく、４ＭＰａ以上とするのがより好ましく、５ＭＰａ
以上とするのが更に好ましく、６ＭＰａ以上とするのが更に好ましい。このように絡合条
件を強くすると、繊維同士の絡合が強くなり過ぎて、曲げ剛性が高くなり、使用時の違和
感が強くなる傾向があるため、捲縮発現能力が高く、細い潜在捲縮繊維の捲縮を十分に発
現させることによって、曲げ剛性の上昇を抑制し、使用時の違和感を感じないようにする
のが好ましい。このような潜在捲縮繊維を使用したとしても、絡合条件が強すぎると、繊
維同士の絡合が強くなり過ぎて、曲げ剛性が高くなり、使用時の違和感が強くなるため、
ノズル１本あたりの平均流体圧を７．０ＭＰａ以下とするのが好ましく、６．５ＭＰａ以
下とするのがより好ましい。なお、流体絡合に使用する繊維ウエブを搬送する支持体は皮
膚貼付基布（不織布）の地合いを乱すことがないように、５０～１００メッシュのプラス
チック製又は金属製の平織り又は綾織りネットを使用するのが好ましい。
【００２４】
　次いで、絡合した繊維ウエブに対して加熱処理を施し、潜在捲縮繊維の捲縮を発現させ
て、皮膚貼付基布（不織布）を製造することができる。なお、加熱手段としては、例えば
、熱風ドライヤー、赤外線ランプ、加熱ロールなどを挙げることができるが、繊維同士の
接合が強くなり、曲げ剛性が高くなる結果、使用時の違和感が強くなる傾向があるため、
熱風ドライヤー、赤外線ランプなどの固体による強力な圧力がかからない条件下で実施す
るのが好ましい。特に、潜在捲縮繊維が十分に捲縮を発現し、厚さ方向における内部で剥
離しにくく、また、伸縮性に優れるように、捲縮の発現による繊維ウエブの収縮分を見込
んでオーバーフィードしながら加熱収縮させ、十分に捲縮を発現させるのが好ましい。
【００２５】
　この捲縮発現時の繊維ウエブの面積収縮率は４４％以上とするのが好ましく、４５％以
上とするのがより好ましく、４６％以上とするのが更に好ましく、４７％以上とするのが
更に好ましく、４８％以上とするのが更に好ましく、４９％以上とするのが更に好ましく
、５０％以上とするのが更に好ましい。面積収縮率が４４％未満では、曲げ剛性が高くな
り、使用時の違和感が強くなる傾向があるためである。
【００２６】
　この捲縮発現時の面積収縮率Ｓｓは次の式から得られる値である。
　Ｓｓ＝［｛１－（１－Ｓｌ）×（１－Ｓｃ）}／１］×１００
　ここで、Ｓｌはたて方向における収縮度、Ｓｃはよこ方向における収縮度をそれぞれ意
味し、次の式から得られる値である。
　Ｓｌ＝［１－（Ｖａ／Ｖｂ）］
　Ｓｃ＝［１－（Ｗａ／Ｗｂ）］
　ここで、Ｖａは加熱処理装置出口における繊維ウエブの速度、Ｖｂは加熱処理装置入口
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における繊維ウエブの速度、Ｗａは加熱処理装置出口における繊維ウエブの幅、Ｗｂは加
熱処理装置入口における繊維ウエブの幅、をそれぞれ意味する。
【００２７】
本発明の皮膚貼付基布は上述のような不織布からなるが、換算曲げ剛性Ｂｃが４．９×１
０－３ｍＮ・ｃｍ２／ｃｍ／（ｇ／ｍ２）以下である。この換算曲げ剛性Ｂｃが４．９×
１０－３ｍＮ・ｃｍ２／ｃｍ／（ｇ／ｍ２）よりも高いと、使用時の違和感が強くなる傾
向があるためである。好ましい換算曲げ剛性Ｂｃは３．９×１０－３ｍＮ・ｃｍ２／ｃｍ
／（ｇ／ｍ２）以下であり、より好ましい換算曲げ剛性Ｂｃは３．４×１０－３ｍＮ・ｃ
ｍ２／ｃｍ／（ｇ／ｍ２）以下である。
【００２８】
この換算曲げ剛性は次の式から算出される値である。
　Ｂｃ＝Ｂｒ／Ｍ
　ここで、Ｂｒはたて方向の曲げ剛性とよこ方向の曲げ剛性の算術平均曲げ剛性（単位：
ｍＮ・ｃｍ２／ｃｍ）を表し、Ｍは皮膚貼付基布（不織布）の目付（単位：ｇ／ｍ２）を
表す。なお、たて方向とは不織布生産時の流れ方向を指し、よこ方向とは不織布生産時の
幅方向を指す。この曲げ剛性は皮膚貼付基布（不織布）を曲げた時の剛性であるが、皮膚
貼付基布（不織布）の目付が大きくなると、曲げ剛性も大きくなり、目付と曲げ剛性とは
比例関係があるため、曲げ剛性の目付の影響を排除するために、本発明においては、算術
平均曲げ剛性を目付で除している。
【００２９】
また、この算術平均曲げ剛性Ｂｒは純曲げ試験機（カトーテック（株）製、ＫＥＳ－ＦＢ
２）を用いて、「風合い評価の標準化と解析第２版」（川端季雄ら著、風合い計量と規格
化研究委員会編）の第２７～２８頁に記載の方法により測定される値である。即ち、試料
の皮膚貼付基布（不織布）を幅１ｃｍの間隔で長さ２０ｃｍにわたってチャックに把持し
、曲率Ｋ＝－２．５～２．５ｃｍ－１の範囲において、変形速度０．５０ｃｍ－１／ｓｅ
ｃ．で等速度曲率の純曲げを行い、この際の曲げモーメントを測定することにより、単位
長さ当たりの曲げ剛性（ｍＮ・ｃｍ２／ｃｍ）を求める計測を、皮膚貼付基布（不織布）
のたて方向、よこ方向について、それぞれ３回ずつ行い、その算術平均した値である。
【００３０】
　目付Ｍは１ｍ２あたりの質量であり、ＪＩＳ　Ｌ　１０８５：1998　６．２　単位面積
当たりの質量に規定する方法により得られる値である。
【００３１】
なお、目付にかかわらず、曲げ剛性が低く、使用時の違和感が小さいように、算術平均曲
げ剛性は０．４９０ｍＮ・ｃｍ２／ｃｍ以下であるのが好ましく、０．３９２ｍＮ・ｃｍ
２／ｃｍ以下であるのがより好ましい。
【００３２】
　また、目付は皮膚貼付基布の地合いが優れているように、３０ｇ／ｍ２以上であるのが
好ましく、４０ｇ／ｍ２以上であるのがより好ましい。他方で、目付が高いと曲げ剛性が
高くなり、使用時の違和感が強くなるとともに、厚くなり、厚さ方向における内部で剥離
しやすくなるため、１２０ｇ／ｍ２以下であるのが好ましく、１００ｇ／ｍ２以下である
のがより好ましい。
【００３３】
更に、皮膚貼付基布の厚さが厚いと、曲げ剛性が高くなり、使用時の違和感が強くなる傾
向があるばかりでなく、厚さ方向における内部で剥離しやすくなるため、１．０ｍｍ以下
であるのが好ましく、０．８ｍｍ以下であるのがより好ましく、０．６ｍｍ以下であるの
が更に好ましい。なお、この「厚さ」は圧縮弾性試験機を用い、接触面積５ｃｍ２、荷重
０．９８Ｎの条件で測定した値である。
【００３４】
　本発明の皮膚貼付基布（不織布）は前述のような換算曲げ剛性を満たすことに加えて、
繊維同士が十分に絡んでいることによって、層間剥離強度が５０Ｎ／５０ｍｍ幅を超える
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、厚さ方向における内部で剥離しにくいものである。なお、この「層間剥離強度」は次の
手順により得られる値である。
【００３５】
（１）セキスイ製ビニクロステープＮｏ．７５０（７５ｍｍ巾）を２０ｃｍ程度切り取り
、皮膚貼付基布（不織布）の両面に、それぞれ貼付する。なお、貼付は皮膚貼付基布（不
織布）のたて方向（不織布生産時の流れ方向）とテープの長手方向とを平行とする。また
、貼付する際には、テープを皮膚貼付基布（不織布）から６ｃｍ程度はみ出すように貼付
した後、はみ出したテープを折り返し、テープの粘着面同士を粘着させて、掴み部分を３
ｃｍ程度形成する。
（２）前記テープ貼付皮膚貼付基布をロール圧力９．８Ｎ、２．０ｍ／ｍｉｎ．の速度で
圧着し、長手方向１３ｃｍ（掴み部分３ｃｍを含む）、幅方向５ｃｍの試験片を得る。
（３）前記試験片を標準状態温度（温度２０℃、相対湿度６５％）にて１時間放置した後
、引張り強さ試験機（オリエンテック製、テンシロンＵＴＭ－III－１００）のチャック
間（距離：５０ｍｍ）に固定し、引張速度５００ｍ／ｍｉｎ．にて引張った際の初期最大
荷重点を層間剥離強度とする。
【００３６】
　なお、皮膚貼付基布（不織布）における繊維配向がたて方向に偏っていると、たて方向
における曲げ剛性が大きくなり、使用時に違和感を感じやすくなる傾向があるため、皮膚
貼付基布（不織布）における（たて方向の引張り強さ）の（よこ方向の引張り強さ）に対
する比は８／１～０．５／１であるのが好ましく、４／１～１／１であるのがより好まし
い。
【００３７】
　なお、皮膚貼付基布（不織布）の引張り強さが低ければ低いほど曲げ剛性が低くなる傾
向にあるが、十分な層間剥離強度が得られない傾向があるため、たて、よこのいずれの方
向においても１０Ｎ／５０ｍｍ幅以上であるのが好ましく、１５Ｎ／５０ｍｍ幅以上であ
るのがより好ましい。
【００３８】
　更に、皮膚貼付基布（不織布）の伸び率は、関節部や可動部の動きに追従し、かつ貼付
時の違和感が少ないように、また、使用時に皮膚貼付基布（不織布）の構造を破壊しない
ように、たて方向、よこ方向ともに、９０％以上であるが好ましく、１００％以上である
のがより好ましい。
【００３９】
　本発明における皮膚貼付基布（不織布）の「引張強さ」及び「伸び率」は、ＪＩＳ　Ｌ
　１９１３：２０１０　６．３　引張強さ及び伸び率（ＩＳＯ法）　６．３．１（標準時
）に則り、次の条件で測定した値である。
　試験片の幅：５０ｍｍ
　チャック間距離：２００ｍｍ
　引張り速度：５００ｍｍ／ｍｉｎ．
【００４０】
　なお、前述の通り、目付が低ければ低いほど、曲げ剛性が低くなる傾向があるため、目
付を低くして曲げ剛性を低くするということも考えられるが、その場合には皮膚貼付基布
の地合いが悪くなり、膏体の抜け、化粧液の脱落、意匠性の低下などの問題が生じやすい
ため、地合いも優れているのが好ましい。具体的には、次に定義する平均地合指数が０．
２５以下であるのが好ましく、０．２２以下であるのがより好ましく、０．２０以下であ
るのが更に好ましい。
【００４１】
　平均地合指数は特願平１１－１５２１３９号に記載されている方法により得られる値で
あり、次のようにして得られる値である。
【００４２】
（１）光源から被測定物（皮膚貼付基布）に対して光を照射し、照射された光のうち、被



(8) JP 5936846 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

測定物の所定領域において反射された反射光を受光素子によって受光して輝度情報を取得
する。
（２）被測定物の所定領域を画像サイズ３ｍｍ角、６ｍｍ角、１２ｍｍ角、２４ｍｍ角に
等分割して、４つの分割パターンを取得する。
（３）得られた各分割パターン毎に等分割された各区画の輝度値を輝度情報に基づいて算
出する。
（４）各区画の輝度値に基づいて、各分割パターン毎の輝度平均（Ｘ）を算出する。
（５）各分割パターン毎の標準偏差（σ）を求める。
（６）各分割パターン毎の変動係数（ＣＶ）を次の式により算出する。
　変動係数（ＣＶ）＝（σ／Ｘ）×１００
　ここで、σは各分割パターン毎の標準偏差を示し、Ｘは各分割パターン毎の輝度平均を
示す。
（７）各画像サイズの対数をＸ座標、当該画像サイズに対応する変動係数をＹ座標とした
結果得られる座標群を、最小二乗法により一次直線に回帰させ、その傾きを算出し、この
傾きの絶対値を地合指数とする。
（８）この地合指数の測定を３回繰り返し行い、その平均値を平均地合指数とする。
【００４３】
　また、本発明の皮膚貼付基布（不織布）は、曲げやすく、使用時に違和感のないもので
あるように、たて方向、よこ方向のいずれの５０％伸長時応力も３０Ｎ／５０ｍｍ幅以下
であるのが好ましく、２５Ｎ／５０ｍｍ幅以下であるのがより好ましい。一方で、たて方
向、よこ方向のいずれの５０％伸長時応力も小さ過ぎると、取り扱い性が悪いため、たて
方向、よこ方向のいずれの５０％伸長時応力も０．５Ｎ／５０ｍｍ幅以上であるのが好ま
しく、１Ｎ／５０ｍｍ幅以上がより好ましい。
【００４４】
　この「５０％伸長時応力」は、次のようにして得られる値をいう。
（１）皮膚貼付基布（不織布）から、１５０ｍｍ×５０ｍｍの長方形の試験片を３枚採取
する。例えば、幅方向の５０％伸長時応力の場合には、幅方向１５０ｍｍ、長さ方向５０
ｍｍの長方形の試験片を３枚採取する。
（２）試験片を引張り強さ試験機（オリエンテック製、テンシロンＵＴＭ－III－１００
）のチャック間（距離：１００ｍｍ）に固定し、引張り速度２００ｍｍ／ｍｉｎ．で引っ
張り、チャック間距離が１５０ｍｍとなった時の応力を測定する。
（３）上記（１）～（２）の操作を繰り返し、３枚の試験片について前記応力を測定し、
その算術平均値を５０％伸長時応力とする。
【００４５】
　更に、本発明の皮膚貼付基布（不織布）は、曲げやすく、使用時に違和感のないもので
あるように、たて方向、よこ方向のいずれかの５０％伸長時回復率は３０％以上であるの
が好ましく、３５％以上であるのがより好ましい。
【００４６】
　なお、５０％伸長時回復率は次の手順により得られる値である。
（１）皮膚貼付基布（不織布）から、５０ｍｍ×３００ｍｍの長方形の試験片を採取する
。例えば、幅方向の５０％伸長時回復率の場合には、幅方向３００ｍｍ、長さ方向５０ｍ
ｍの長方形の試験片を採取する。
（２）試験片を定速伸長型引張試験機である『テンシロン』（オリエンテック社製，商品
名）に、つかみ間隔２００ｍｍとして長手方向の両端をセットする。このつかみ間隔２０
０ｍｍの位置を始点とし、始点から１００ｍｍの位置、即ち５０％伸長位置（Ｌ５０＝１
００）まで速度２００ｍｍ／分で引っ張り、すぐに同速度で始点まで戻す。このとき、試
験片の引張応力がゼロになるときの始点からの距離をＬｎとしたとき、次の式より算出さ
れる数値を５０％伸長回復率とする。
　５０％伸長回復率（％）＝（Ｌ５０－Ｌｎ）／Ｌ５０×１００＝１００－Ｌn

【実施例】
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　以下に、本発明の実施例について特定条件を挙げて説明するが、これら条件は説明の理
解を容易とするための例示に過ぎず、本発明は、これら特定条件にのみ限定されるもので
はなく、本発明の目的の範囲内で設計変更及び変形を行い得る。
【００４８】
　まず、次のような潜在捲縮繊維Ａ～Ｅを準備した。
【００４９】
　（潜在捲縮繊維Ａ）
　ポリエステル／低融点ポリエステルの組み合わせでサイドバイサイド型に構成された潜
在捲縮繊維Ａ（繊度１．１ｄｔｅｘ、繊維長４４ｍｍ、面積収縮率４２．９％）
【００５０】
　（潜在捲縮繊維Ｂ）
　ポリエステル／低融点ポリエステルの組み合わせでサイドバイサイド型に構成された潜
在捲縮繊維Ｂ（繊度１．３ｄｔｅｘ、繊維長４４ｍｍ、面積収縮率４３．５％）
【００５１】
　（潜在捲縮繊維Ｃ）
　ポリエステル／低融点ポリエステルの組み合わせでサイドバイサイド型に構成された潜
在捲縮繊維Ｃ（繊度１．７ｄｔｅｘ、繊維長５１ｍｍ、面積収縮率３７．１％）
【００５２】
　（潜在捲縮繊維Ｄ）
　ポリエステル／低融点ポリエステルの組み合わせでサイドバイサイド型に構成された潜
在捲縮繊維Ｄ（繊度２．２ｄｔｅｘ、繊維長５１ｍｍ、面積収縮率５６．５％）
【００５３】
　（潜在捲縮繊維Ｅ）
　ポリエステル／低融点ポリエステルの組み合わせでサイドバイサイド型に構成された潜
在捲縮繊維Ｅ（繊度２．２ｄｔｅｘ、繊維長５１ｍｍ、面積収縮率４５．０％）
【００５４】
（潜在捲縮繊維Ｆ）
　ポリエステル／低融点ポリエステルの組み合わせでサイドバイサイド型に構成された潜
在捲縮繊維Ｆ（繊度１．１ｄｔｅｘ、繊維長４４ｍｍ、面積収縮率３４．２％）
【００５５】
　（実施例１～６、比較例１～７）
　表１～３に示す質量百分率で潜在捲縮繊維をカード機にかけて、表１～３に示すような
繊維ウエブを形成した後、９０メッシュのポリエステル製綾織ネット（支持体）を用いて
、２０ｍ／ｍｉｎ．で搬送しながら水流により絡合した。なお、水流絡合時のノズル１本
あたりの平均水圧は、表１～３の通りとした。
【００５６】
　次いで、水流絡合不織布を１１０℃で乾燥した後、オーバーフィードしながら、熱風ド
ライヤーによる温度１８５℃での熱処理を約１５秒間加えることによって、潜在捲縮繊維
の捲縮を発現させ、表１～３に示す物性を有する皮膚貼付基布を得た。なお、熱処理時に
おける面積収縮率は表１～３に記載の通りとした。
【００５７】
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【表１】

【００５８】
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【表２】

【００５９】
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【表３】

【００６０】
　（物性評価）
　次の方法により、耐摩耗性、層間剥離強度、文字の書きやすさ、文字の認識性、及び文
字記入後の毛羽立ちについて評価した。この結果は表４～６に示す通りであった。
【００６１】
　（耐摩耗性）
　ＪＩＳＬ１０７６「織物及び織物のピリング試験方法」に規定されているＣ法（アピア
ランス・リテンション形試験機を用いる方法）に準じ、試料ホルダの底面積約２６ｃｍ２

、押圧加重約３．２３Ｎ、シリコンカーバイト製摩擦板を使用し、皮膚貼付基布（不織布
）を３０回摩擦した場合の表面状態について、下記基準で表面状態の等級を判定した。こ
の等級判定を３枚の皮膚貼付基布（不織布）について行い、その平均値を級数とした。こ
の級数が小さいほど、耐摩耗性に優れていることを表す。
【００６２】
　０級・・・ピルは発生しなかった。
　１級・・・ピルは発生したが、０．５ｍｍ以下だった。
　２級・・・ピルは発生したが、０．５～１ｍｍの大きさだった。
　３級・・・ピルが発生。１ｍｍ以上３ｍｍ以下の大きさだった。
　４級・・・３ｍｍ以上のピルが発生。
【００６３】
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　（層間剥離強度）
　次の手順により層間剥離強度を測定した。
（１）セキスイ製ビニクロステープＮｏ．７５０（７５ｍｍ巾）を２０ｃｍ程度切り取り
、皮膚貼付基布（不織布）の両面に、それぞれ貼付した。なお、貼付は皮膚貼付基布（不
織布）のたて方向（不織布生産時の流れ方向）とテープの長手方向とを平行とした。また
、貼付する際には、テープを皮膚貼付基布（不織布）から６ｃｍ程度はみ出すように貼付
した後、はみ出したテープを折り返し、テープの粘着面同士を粘着させて、掴み部分を３
ｃｍ程度形成した。
（２）前記テープ貼付皮膚貼付基布をロール圧力９．８Ｎ、２．０ｍ／ｍｉｎ．の速度で
圧着し、長手方向１３ｃｍ（掴み部分３ｃｍを含む）、幅方向５ｃｍの試験片を得た。
（３）前記試験片を標準状態（温度２０℃、相対湿度６５％）にて１時間放置した後、引
張り強さ試験機（オリエンテック製、テンシロンＵＴＭ－III－１００）のチャック間（
距離：５０ｍｍ）に固定し、引張速度５００ｍ／ｍｉｎ．にて引張った際の初期最大荷重
点を層間剥離強度とした。
【００６４】
　（文字の書きやすさ）
　テンプレート定規の○、△、×の形状に沿って、ＨＢの鉛筆を用い、一定の力で皮膚貼
付基布（不織布）に記載した。また、ブランクとして、同様にして、紙に記載した。そし
て、これらの鉛筆のノリ（濃さ）を比較することにより、文字の書きやすさを、次の基準
により評価した。
【００６５】
　○：１度でブランクと同等の濃さを得た
　△：２度でブランクと同等の濃さを得た
　×：３度以上書かなければブランクと同等の濃さを得られなかった
【００６６】
　（文字の認識性）
　前記（文字の書きやすさ）の評価方法と同様にして１度書きしたサンプルを、４５°の
傾きを有する台の傾斜面に置いた後、その台から１ｍ離れて、サンプルを観察し、サンプ
ルの図形を明確に認識できるものを「○」、鉛筆が薄い、毛羽立つなど、明確に認識でき
ないものを「×」、と評価した。
【００６７】
　（文字記入後の毛羽立ち）
　文字の認識性で評価したサンプルを水平に置いた後、真上及び真横からサンプルを観察
し、毛羽立ちがないものを「○」、毛羽立っているものを「△」、繊維の脱落や穴が開い
ていたものを「×」と評価した。

【００６８】
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【表４】

【００６９】
【表５】

【００７０】
【表６】

【００７１】
　これら表４～６の結果から、層間剥離強度が５０Ｎ／５０ｍｍ幅以上であることによっ
て、文字を書きやすく、かつ毛羽立ちが少なく、結果として、文字の認識性に優れている
ことがわかった。
【００７２】
　また、平均地合指数が小さく、皮膚貼付基布（不織布）の均一性が高いと、文字の認識
性に優れる傾向があることがわかった。
【００７３】
　更に、繊度が比較的小さく、捲縮発現能の優れる繊維を使用すること、比較的高い水流
圧力で絡合させること、及び十分に捲縮を発現させることによって、換算曲げ剛性が小さ
く、使用時に違和感がなく、しかも層間剥離強度が強く、文字を明確に書きやすい皮膚貼
付基布（不織布）を製造しやすいことがわかった。
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【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明の皮膚貼付基布は使用時に違和感がないばかりでなく、厚さ方向における内部で
剥離しにくいものであるため、パップ剤、プラスター剤、経皮吸収テープ製剤などの貼付
薬用基布、化粧用ゲルを塗布又は化粧液を含浸して、顔面パック材を構成できる化粧用基
布、又は貼付薬貼付後に、貼付箇所を被覆して使用するカバー材、などとして好適に使用
できる。
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